
 

 

配水設備等破損補償金事務処理要領 

 

（昭和46年３月31日       決） 

（最近改正 令和４年３月23日配水課長決） 

（目 的） 

第１条 この要領は、配水設備等破損補償金事務処理要綱第4条の規定に基づき、配水設備等破損補償金（以

下「補償金」という。）の請求、督促等を行う際の事務手続を定めることを目的とする。 

（破損事故等の受付） 

第２条 当局が配水設備等破損の連絡を受け、水道センター職員が現場出動する際は、「配水設備・給水装置

等破損修繕依頼書」（以下「修繕依頼書」という。様式１）を必ず携行し、破損発生に係る責任者または破

損人（以下「破損人等」という。）に所定事項を記入させ提出させなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、修繕依頼書については、破損人等と補償金を負担する者とが異なる等の理由

により、破損の当日に修繕依頼書が提出されないときは、翌営業日に提出させること。 

（補償金の精算及び調定） 

第３条 出動した水道センター職員は、修繕依頼書及び、維持管理グループにて作成する配水設備・給水装

置等破損補償金精算書（以下「精算書」という。様式２）を速やかに庶務グループに送付する。 

２ 庶務グループは、精算書に基づき精算を行い、配水設備・給水装置等破損補償金調定書（以下「調定書」

という。様式３）を作成し、調定及び請求の決裁を受ける。 

（補償金の請求） 

第４条 庶務グループは、補償金の調定ののち、配水設備・給水装置等破損補償金請求通知書（以下「請求

通知書」という。様式４）及び納入通知書（様式５）を作成し、依頼者に送付する。 

（納入期限） 

第５条 納入通知書等に記載する納入期限は、土日祝を含めたおおむね３週間とする。 

（整理簿） 

第６条 庶務グループは、破損補償金収入整理簿（様式６）に所定の事項をその都度記入する。 

（文書番号及び公印） 

第７条 請求通知書には、文書発送番号を付するものとする。 

２ 文書発送番号は、局の頭字、主管課の頭字、当該年度の数値及び整理番号の順とし、主管水道センター

が付するものとする。 

（未収入金の督促等） 

第８条 本要領第４条の規定により納入通知書送付後、納期を経過したにもかかわらず未収入のものについ

ては、「-大阪市-債権管理の手引き」に準拠し事務手続を行うこと。  

 

   附 則 

  この要領は、昭和46年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、昭和48年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、昭和54年２月15日から施行する。 

工 務 部 長 
工業用水道部長 



 

   附 則 

この要領は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、平成28年５月２日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



基準漏水量算定の基礎 

 

１ 計算条件 

  「Ａ」破損および｢Ｂ｣破損による漏水量を算出するについて、以下の条件を定める。 

  ・管内水圧：0.29ＭＰa（3.0㎏f/cm3） 

  ・「Ａ」破損は、管が切断され全断面から漏水するものとする。 

  ・「Ｂ」破損は、直径3cmの破損があったものとする。 

  ・破損によって水圧は低下しないものとする。 

 

２ 「Ａ」破損の算出方法 

 (1) ウェストンの公式（50mm以下） 

           0.01739 － 0.1087Ｄ １   Ｖ2 
   ｈ＝（0.0126＋            ）×   ×  
              Ｖ  Ｄ  ２ｇ 
 
 
               0.01739 － 0.1087Ｄ Ｖ2 
   Ｉ＝ｈ／ℓ＝（0.0126＋            ）×    
                  Ｖ  ２ｇＤ 

 

     ｈ：摩擦損失水頭（30ｍ） 

     ℓ：延長（10ｍ） 

     Ｖ：管内流速（m/s） 

     Ｄ：管口径（ｍ） 

     ｇ：重力加速度（9.8m/s2） 

  近似計算によりＶの値を求め、連続の方程式により漏水量を算出する。 

   Ｑ＝Ａ×Ｖ（連続の方程式） 

     Ｑ：流量（m3） 

     Ａ：管の断面積（m2） 

     Ｖ：管内流速（m/s） 

 (2) ヘーゼン・ウィリアムスの公式（75mm以上） 

   Ｑ＝0.27853ＣＤ2.63Ｉ0.54 

     Ｑ：漏水量（m3/sec） 

     Ｃ：流速係数（130） 

     Ｄ：管口径（ｍ） 

     Ｉ：動水勾配（‰） 

    注）動水勾配を30/40＝750‰とする。すなわち、40ｍの延長で0.29ＭＰa（3.0kgf/cm2）の損失水

頭である。 



 

                                              （様式１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配水設備・給水装置等破損修繕依頼書 
令和  年  月  日 

 

大阪市水道局 

   水道センター所長 

 

 

                 依頼者 住 所 

                     会社名 

                     氏 名                 

                     ＴＥＬ 

 

 

 

 

配水設備・給水装置等を破損しましたのでお届けし、修繕を依頼します。なお、修繕に要しました費用

は、全額負担します。 

破 損 月 日 令和  年  月  日   午前・午後   時   分 

破 損 場 所         区      丁目    番地    号 

破 損 物 件 上水        ㎜配水管・給水管  仕切弁   消火栓 

原 因 工 事 

発 注 者 

 

工 事 名 称 

費 用 負 担 者 

所 在 地  

会 社 名  

代 表 者 

又 は 代 理 人  

電 

話 
 

備 考  

受  付  月  日 令和  年  月  日 

受 付 者  

受 付 番 号  № 



（様式２） 

令和  年  月  日 

配水設備・給水装置等破損補償金精算書 

 

修 理 日 時      令和  年  月  日 午    時  分 ～ 午    時  分 

 

修 理 場 所          区       丁目   番  号 

 

起 工 番 号      № 

 

工 事 名 称          ㎜    折損漏水修繕工事、    修繕工事 

 

費用負担者 住 所 

 

 氏 名 

 

 電 話 

 

（１）材料費 

品 名 形 質 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

前 

後 

前 

後 

配水管 

給水管 

仕切弁 

消火栓 



（２）労 力 費                   断 水    有 ・ 無 

名 称 単 位 数 量 日 額 単 価 金 額 

直 接 労 力 費   円 円 

 

（３）請 負 工 事 費 
請 負 業 者 名 指 示 番 号 

  

工 種 名 称 形 質 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 

    
円 

 

円 

 

      

      

      

      

      

      

 
（４）漏 水 補 償 費   有・（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ） 無          m3 

円 

 
（５）洗 浄 排 水 費   有 ・ 無                  m3 

円 

 
（６）公 報 費 円 

 
小        計 円 

 
（７）諸 経 費 円 

 
（８）合 計 金 額 円 

 



（様式３） 

維持担当 

課長 係 長 係 長 調 査 係 員 

     

整理番号 第          号 

調定年月日   年  月  日 

配水設備・給水装置等破損補償金調定書 

 

費用負担者                                      

工事費精算額                                     

内 訳 金 額 備 考 

材 料 費   

直 接 労 力 費   

請 負 工 事 費   

漏 水 補 償 費   

洗 浄 排 水 費   

公 報 費   

   

小 計   

諸 経 費   

合 計 
 

（          ） 
 

（ ）内は消費税相当額 

記 録 

 



（様式４） 

大水 第         号 

令和    年   月   日 

            様 

 

大阪市水道局 

   水道センター所長 

（担当：        TEL         ） 

 

配水設備・給水装置等破損補償金の請求について（通知） 

 

 令和  年  月  日付で依頼のありました当局所管の配水設備・給水装置等破損修理に

伴う補償金は次のとおりですので、別添納入通知書により納付してください。 

記 

１ 補  償  金 ￥               
  （内 訳） 

内 訳 金 額 備 考 

直 接 工 事 費   

間 接 工 事 費   

漏 水 補 償 費   

洗 浄 排 水 費   

   

   

小 計   

諸 経 費   

合 計 
 

（           ） 
 

（ ）内は消費税相当額 

２ 破 損 物 件       mm  配水管・給水管・仕切弁・消火栓 

３ 破 損 場 所 

４ 納 入 期 限  令和  年  月  日 

 



 （様式５） 



 

（様式 ６）

科目 種別

整　理

番　号 確定 収入 加修 材料費 労力費 請負工事費 諸経費 漏水補償費 洗浄排水費
撤去材料
戻入額

還付額 未収入額 事業コード
月日

適用 納入 確定額 収入額


